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【背景・目的】

　医療・健診情報等のデータ分析に基づく効果的・効率的な保健事業をPDCAサイクルで実

施するための事業計画である「データヘルス計画」と、特定健康診査及び特定保健指導の実

施に関する基本的な事業や目標を定める「特定健康診査等実施計画」が、計画期間の終期を

迎えることから、次期計画である「第３期データヘルス計画」と「第４期特定健康診査等実

施計画」を策定するものです。両計画は、特定健康診査・特定保健指導を中核的な事業と

し、健康寿命の延伸と医療費適正化を図るため、生活習慣病の予防等に係る保健事業を計画

的に推進することを目的としている事業の実施計画で、目標・期間等の整合性を図ることが

あることから一体的に策定します。

【計画の概要】

　計画の期間は令和６年度から令和１１年度の６年間とします。

　「健康づくりの推進」「健康寿命の延伸」「医療費の適正化」を基本理念とし、健康課題

を解決するために生活習慣病予防対策・生活習慣病重症化予防対策・受療行動適正化の対策

において、取り組む保健事業を定めます。

【策定のポイント】

　前期計画の振り返りや健康診査・医療費等のデータ分析結果から健康課題を抽出し、次期

計画で取り組む保健事業と重点的に取り組むことを掲げ、評価指標と目標値を定めます。

【今後の主なスケジュール】

　全員協議会（１２月２２日）→パブリックコメント（１２月２５日から１月２５日まで）

→計画の公表（３月）

第３期茅ヶ崎市国民健康保険データヘルス計画・第４期茅ヶ崎市国民健康保険特定
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開 催 日 令和5年11月28日（火）

第３期茅ヶ崎市国民健康保険データヘルス計画・第４期茅ヶ崎市国民健康保険特定
健康診査等実施計画（素案）について

件　　名

事案担当

関係部課

出 席 者

説 明 者 福祉部長　保険年金課長　課長補佐給付担当

福祉部保険年金課

未受診の方には、まずは勧奨ハガキを郵送し、その後、電話連絡による勧奨を行い
ます。

特定健康診査未受診者の受診勧奨について、どのように実施するのか。【岸副市
長】

本案件については、提案のとおり承認される。7 会議結果

第３章 第２期データヘルス計画・第３期特定健診等実施計画の振り返りにおいて
「ジェネリック利用促進対策」とあるが、「ジェネリック医薬品利用促進対策」と
した方がよい。【病院事業管理者】

概要版の４健康・医療情報等の分析について、（１）国民健康保険における医療費
の状況の⑤人工透析患者の状況において、棒グラフで患者数が急激に減少している
ように示されている。一方、（３）分析結果に基づく健康課題とその対策において
は、「人工透析患者の割合は横ばいで経過している」とある。人工透析患者数の減
少より、一人当たりの医療費の増に焦点を当てたいのであれば、誤解が生じないよ
うに棒グラフの見せ方を修正した方がよい。【病院事業管理者】

人工透析患者数は、全体としてはそこまで減少していないため、横ばいに見えるよ
うにグラフのメモリを修正します。

計画策定にあたっては、医師会、薬剤師会、歯科医師会にも意見を聞いているか。
【市長】

それぞれ茅ヶ崎市国民健康保険運営協議会の委員となっており、意見をいただいて
います。

概要版４（１）⑦の「ジェネック医薬品」を「ジェネリック医薬品」に修正するよ
うに。【教育長】

修正いたします。

第２期データヘルス計画では、「ジェネリック利用促進対策」となっているため、
記載のとおりとなります。

政策会議結果報告書 （ ■ 審議事項 □ 報告事項 ）


